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１．はじめに

　本稿では、第三者が著作権を持つ画像を機械学習
のための学習用データとして用いる場合の著作権法
上の問題について検討していきたいと思います。

　人工知能と著作権法の議論は多岐にわたっており、
特に「人工知能による創作物の法的保護」に関する
議論が関心の対象のように思えます。今回の研究
ではその話題には触れず、「学習用のデータの入力
に第三者の著作権侵害のリスクがあるか」について、
著作権法に関連する条文と画像データの取り込み行
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為に絞って検証していきます。人工知能研究活動と
著作権法の関係について整理し、画像取り込み行為
と法的リスクの関係をクリアすることで、人工知能
研究活動を萎縮させずに、人工知能という重要な分
野の研究が遅滞しないことを目指したいと思います。

２．コンテンツ業界と人工知能

（１）第３次人工知能ブーム
「Artificial Intelligence（人工知能）」という言葉

は、1956年、J.McCarthyらがダートマス会議で提
唱１したことが始まりです。それから、幾度かの
人工知能ブームを経て、現在では第３次人工知能
ブーム２を迎えているといわれています。

人工知能の研究はアカデミアの世界にとどまる
ことなく、ソフトウェアライブリーを個人でも利
用できる開発環境が整ったことから個人のエンジ
ニアが趣味的に利用したり、企業が積極的に事業
活動に組み込むことで普及しています。人工知能
の応用領域は技術の発展とともにその対象領域を
広げており、その領域はクリエイティビティを求
められ、本来は「人間」にしかできないと考えら
れていたコンテンツ業界にも広がってきました。

（２）コンテンツ業界における人工知能の応用事例
例えば、ニコニコ動画などのWEBサービスを

展開し、自社としてもいち早く人工知能研究所
を立ち上げた株式会社ドワンゴでは、2016年に

「OpenToonz」というアニメーション制作ソフト
を作成し公開しました（図１）。

　「OpenToonz」には、もともとスタジオジブリが
独自に開発した「Toonz」向けの機能に、人工知能
技術を使ったエフェクト機能などが追加されていま
す。「OpenToonz」は、オープンソースソフトウェ
アとなっており、国内外問わず、誰でも、このソフ
トを利用することができます。
　また、自分の好みのパラメータを与えることで、自
動的に女の子のイラストを自動作成する「Make
GirlsMoe」というサイトも登場しています（図２）。３

　レンブラントの絵画すべてを読み込ませることで、
レンブラントのタッチを再現し、レンブラントらし
く見える絵画を生成するような研究もなされていま
す（図３）。

（３）人工知能と機械学習
そもそも人工知能とはどのようなものなので

図１　アニメーション制作ツール「OpenToonz」
（https://opentoonz.github.io/）

図３　人工知能により生成されたレンブラント
らしく見える絵画

（https://www.nextrembrandt.com/）

図２　イラストを自動作成するサイト
「MakeGirlsMoe」

（http://make.girls.moe/#/）


